
大分類 中分類 小分類

情報公開 行政文書開示請求 行政文書開示請求（令和○年度）

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

個人の権利義
務の得喪及び
その経緯

11 2(1)①11(2) 以下につい
て移管（そ
れ以外は廃
棄。以下同
じ。）
・国籍に関
するもの

⑵行政手続
法第２条第
３号の許認
可等（以下
「許認可
等」とい
う。）に関
する重要な
経緯

許認可等をする
ための決裁文書
その他許認可等
に至る過程が記
録された文書
（十一の項）

・開示請求書
・開示決定等文書
・審査案
・理由

10 年(国
立公文書
館への移
管の措置
をとるべ
きことを
定めたも
のに限
る。)又は
許認可等
の効力が
消滅する
日に係る
特定日以
後５年

移住・生環加速班  標準文書保存期間基準（保存期間表）            令和６年７月１日適用

事  項 業務の区分
当該業務に係る
行政文書の類型

具体例 保存期間
文書管理規則の別
表第２の該当事
項・業務の区分

保存期間終
了時の措置

※「事項」、「業務区分」、「当該業務に係る行政文書の類型」、「具体例」、「保存期間」、「文書管理規則の別表第２の該当事項・業務の区分」、「保存期間満了後の措置」は、復興庁行政文書管理規則別表第１及び第
２を参考にして記載している。
※「大分類」、「中分類」、「小分類」は、「事項」、「業務の区分」、「当該業務に係る行政文書の類型」との対応に留意して、従前の行政文書ファイル管理簿に記載された内容を参考に記載している。

2(1)①12(4) 以下につい
て移管
・補助金等
の交付の要
件に関する
文書
・補助事業
等実績報告
書に関する
もの②交付のための

決裁文書その他
交付に至る過程
が記録された文
書（十三の項
ロ）

・審査案
・理由

③補助事業等実
績報告書（十三
の項ハ）

・実績報告書

12 法人の権利義
務の得喪及び
その経緯

⑷補助金等
の交付（地
方公共団体
に対する交
付を含
む。）に関
する重要な
経緯

①交付の要件に
関する文書（十
三の項イ）

・交付規則・交付要綱・
実施要領
・審査要領・選考基準

交付に係
る事業が
終了する
日に係る
特定日以
後５年

補助金等 ・移住・定住促進事業
・福島生活環境整備・帰還再生加
速事業

・移住・定住促進事業（令和○年
度）
・福島生活環境整備・帰還再生加
速事業（令和○年度）


	庁内用

